
○岡山市病児保育事業実施要綱 

 

(目的) 

第 1 条 この要綱は，保護者が就労している場合等であって，子どもが病気の際に自宅での保

育が困難な場合に，病院又は診療所等（以下「本体施設」という。）に付設された専用スペー

ス又は本事業のための専用施設（以下「実施施設」という。）において病気の児童を一時的に

保育することで，安心して子育てができる環境を整備し，もって児童の福祉の向上を図るこ

とを目的とする。 

 

(対象児童) 

第 2 条 この事業の対象となる児童は，岡山市内又は岡山県病児保育事業実施施設の相互利用

に関する協定締結市町村内に居住し，次の各号のいずれかに該当する児童とする。 

(1) 当面症状の急変は認められないが，病気の回復期に至っていないことから，集団保育が

困難であり，かつ,保護者の労働もしくは疾病その他の事由により家庭で保育を行うことが

困難な児童であって，小学校６年生までの児童（以下「病児」という。） 

(2) 病気の回復期であり，集団保育が困難で，かつ，保護者の労働もしくは疾病その他の事

由により家庭で保育を行うことが困難な児童であって，小学校６年生までの児童（以下「病

後児」という。） 

 

(事業の委託) 

第 3 条 市長は，この事業の実施について，本体施設を経営する事業者等に委託することがで

きる。 

 

(実施施設) 

第 4 条 実施施設は，次に掲げる要件を備え,病児及び病後児に対し適切な処遇を確保すること。 

(1) 利用定員は，病児及び病後児を合わせて 4 人以上とすること。 

(2) 病児及び病後児の看護を担当する職員として，看護師等(看護師，准看護師，保健師及

び助産師をいう。)を利用児童おおむね 10 人につき 1 名以上配置するとともに，病児及び

病後児が安心して過ごせる環境を整えるために，保育士（児童福祉法（昭和２２年法律第

１６４号）第１８条の２７第１項に規定する認定地方公共団体の区域内にある病児保育実

施施設にあっては，保育士，当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士）を利用

児童おおむね 3 人につき 1 名以上配置すること。 

(3) 保育室を有し，その面積は，利用定員 1 人当たり 1.98 平方メートル以上とし，1 室 8.0

平方メートル以上とすること。 

(4) 児童の静養又は隔離の機能を持つ観察室又は安静室を有し，その面積は，利用定員 1

人当たり 1.65 平方メートル以上とすること。 

(5) 調理室及び調乳室を有すること。また，専用の調乳室が設けられない場合においては，

調理室の一部を調乳場として区画すること。 

(6) 事故防止及び衛生面に配慮されているなど，児童の養育に適した場所とすること。 

(7) 前各号に掲げるもののほか事業に必要な設備及び備品を備えていること。 

2 本体施設が病院又は診療所である場合には,実施施設は，関連機関との十分な調整を図るも

のとする。  



3 本体施設が病院又は診療所以外である場合には，実施施設は,緊急時に児童を受け入れても

らうための医療機関（以下「協力医療機関」という。）や児童の病態の変化に的確に対応し,

感染の防止を徹底するため,日常の医療面での指導,助言を行う医師をあらかじめ選定するも

のとする。また,協力医療機関との連携を強化することにより，緊急の事態に迅速かつ適切に

対応できる体制の確保を図るものとする。  

4 第 1 項各号の規定にかかわらず，本体施設と共用する場合には，関係法令等に抵触しない範

囲において実施して差し支えないものとする。この場合において，現に存する本体施設の一

部を実施施設に転用するときは，実施施設は,関係法令の許可等に関して関係機関と十分協議

を行わなければならない。 

 

(実施方法) 

第 5 条 事業の実施方法は，次に掲げるとおりとする。 

(1) 対象児童について，集団保育が困難であり，かつ，保護者が家庭で保育を行うことがで

きない期間内で対象児童の受け入れを行うこと。 

(2) 実施施設の開設日及び開設時間は，児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)に基づき設置

された保育所に準じて設定すること。 

 

(実施施設の留意事項) 

第 6 条 実施施設は，児童を受け入れるに当たって，次に掲げる事項に留意しなければならな

い。 

(1) 本体施設,協力医療機関等の医師により，当該児童を事業の対象として差し支えない旨

の確認を受けること。 

(2) 当該児童の体温の管理等その健康状態を的確に把握し，病状に応じて安静を保てるよう

に処遇内容を工夫すること。 

(3) 手洗い等の設備を設置し，衛生面への十分な配慮を施すこと等により，他の児童及び職

員への感染性疾患の感染を防止すること。 

 

(登録及び利用申込) 

第 7 条 事業の利用を希望する保護者は，毎年度，岡山市病児保育事業登録申込書(様式第 1

号)を市長に提出しなければならない。 

2 市長は，毎年度，事業に係る登録者名簿を作成し，前項の登録申込書が提出されたときは，

当該登録者名簿に登載するものとする。 

3 第 1 項の登録申込書を提出した保護者が事業を利用しようとするときは，実施施設を経由し

て岡山市病児保育事業利用申込書（様式第 1 号）を市長に提出しなければならない。 

 

(費用) 

第 8 条 市長は，事業を実施するために必要な経費又はその委託に要する経費を実施施設に支

弁するものとする。 

2 保護者は，事業実施に必要な経費の一部として，利用児童 1 人につき利用料 1 日当たり 2,500

円を負担するものとする。 

3 利用児童及び保護者の属する世帯が次の各号のいずれかに該当するときは，利用料を 2,000

円減額することができる。 



 (1) 生活保護法による被保護者世帯 

(2) 事業を利用した月の属する年度(事業を利用した月が 4 月から 8 月までの場合にあって

は，前年度)分の市町村民税非課税世帯 

4 前項の減額を受けようとする保護者は，岡山市病児保育事業利用料減額申請書（様式第 2

号）を提出し，市長の承認を受けなければならない。 

 

(帳簿) 

第 9 条 実施施設は，事業を利用した児童の状態を記録した帳簿その他必要な帳簿を備えるも

のとする。 

 

(事故の報告) 

第 10 条 保育中に事故が生じた場合には,必要に応じて速やかに市長へ報告すること。 

 

(その他) 

第 11 条 この要綱に定めるもののほか，この事業に関して必要な事項は別に定める。 

 

附 則 

この要綱は，平成 24 年 4 月 1 日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は，平成 25 年 4 月 1 日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は，平成 27 年 4 月 1 日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は，平成 28 年 4 月 1 日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は，平成 31 年 4 月 1 日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は，令和 3 年 4 月 1 日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は，令和 4 年 6 月 3 日から施行し，令和 4 年 4 月 1 日から適用する。 

 

   附 則 

 この要綱は，令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 

 

 附 則 

 この要綱は，令和 7 年 12 月 22 日から施行する。 








